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平成２６年さいたま市議会９月定例会提出議案一覧

合計３６件（予算議案５件・決算議案４件・条例議案１４件・一般議案７件・道路議案２件・人

事議案４件）

≪予算議案≫ 

議案第１４０号 平成２６年度さいたま市一般会計補正予算（第４号） 

議案第１４１号 平成２６年度さいたま市一般会計補正予算（第５号） 

議案第１４２号 平成２６年度さいたま市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

議案第１４３号 平成２６年度さいたま市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

議案第１４４号 平成２６年度さいたま市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正予算（第１号 

        ） 

≪決算議案≫ 

議案第１４５号～議案第１４８号 決算の認定について 

 （内容） 

  ・ 平成２５年度さいたま市一般会計及び特別会計歳入歳出決算の認定について 

  ・ 平成２５年度さいたま市水道事業会計決算の認定及び剰余金の処分について 

  ・ 平成２５年度さいたま市病院事業会計決算の認定及び剰余金の処分について 

  ・ 平成２５年度さいたま市下水道事業会計決算の認定について 

≪条例議案≫ 

議案第１４９号 さいたま市市税条例の一部を改正する条例の制定について 

        （所管課所・財政局税務部税制課） 

地方税法の一部改正に伴い、所要の改正を行うもの。 

 （内容） 

・ 公害防止対策の推進等に係る固定資産税の負担軽減措置 

 ・ 平成２６年４月１日以後に取得される次の表の中欄に掲げる施設等に対する、償却資

産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その特例割合が条例委任されたこ

とに伴い、同表の右欄の割合と規定するもの。 

根拠規定 施設等 特例割合

法附則第１５条第２項第１号 汚水又は廃液の処理施設 ３分の１

法附則第１５条第２項第２号 大気汚染物質の排出抑制施設 ２分の１

法附則第１５条第２項第３号 土壌汚染物質の排出抑制施設 ２分の１

法附則第１５条第３７項 浸水防止用設備 ３分の２

法附則第１５条第３８項
自然冷媒を利用した業務用の冷蔵機器

及び冷凍機器 
４分の３

 （施行期日） 公布の日 

議案第１５０号 さいたま市衛生関係事務手数料条例及びさいたま市指定介護療養型医療施設の 

人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

（所管課所・保健福祉局保健所環境薬事課） 

  薬事法の一部改正等に伴い、所要の改正を行うもの。 
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 （内容） 

・ 規定の整備

⑴ 薬事法の題名の改正に伴い、条例で引用している法律の題名を「医薬品、医療機器等

の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改めるもの。 

⑵ 条例で引用している「賃貸業」を「貸与業」に改めるもの。

⑶ 薬局開設の許可証の書換え交付及び再交付に係る引用条項の整備を行うもの。

 （施行期日） 平成２６年１１月２５日 

議案第１５１号 さいたま市図書館条例の一部を改正する条例の制定について 

        （所管課所・教育委員会事務局生涯学習部中央図書館管理課） 

  さいたま市立美園図書館の設置に伴い、所要の改正を行うもの。 

 （内容） 

  １ 名称及び位置 

   ・ さいたま市立美園図書館を市内緑区大字下野田６５５番地に設置するもの。 

  ２ 休館日

   ・ 美園図書館の休館日は、月曜日、年末年始（１月１日から４日まで及び１２月２９日

から３１日まで）及び特別整理期間（８日以内）とするもの。

  ３ 利用時間

   ・ 美園図書館の利用時間は、午前９時から午後８時（日曜日、土曜日又は休日は午後６

時）までとするもの。

 （施行期日） 平成２８年１月４日 

議案第１５２号 さいたま市年輪荘条例等の一部を改正する条例の制定について 

        （所管課所・保健福祉局福祉部高齢福祉課） 

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部改正に

伴い、さいたま市年輪荘条例のほか２条例について所要の改正を行うもの。 

（内容） 

 ・ 規定の整備 

 ・ 条例で引用している法律の題名を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰

国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改めるもの。 

（施行期日） 公布の日 

議案第１５３号 さいたま市日進職業センター条例を廃止する条例の制定について 

        （所管課所・保健福祉局福祉部障害福祉課） 

社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団にさいたま市日進職業センターの建物を譲渡し、及

びその敷地を無償貸付することに伴い、同施設を廃止するため、条例を廃止するもの。 

（施行期日） 平成２７年４月１日等 

議案第１５４号 さいたま市かやの木条例を廃止する条例の制定について 

        （所管課所・保健福祉局福祉部障害福祉課） 

社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団にさいたま市かやの木の建物を譲渡し、及びその敷



- 3 - 

地を無償貸付することに伴い、同施設を廃止するため、条例を廃止するもの。 

（施行期日） 平成２７年４月１日等 

議案第１５５号 さいたま市難病患者見舞金支給条例を廃止する条例の制定について 

        （所管課所・保健福祉局福祉部障害福祉課） 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行により、難病患者の福

祉サービスを受ける環境が整備されたことを踏まえ、難病患者見舞金支給事業を廃止するため、

条例を廃止するもの。 

 （施行期日） 平成２７年１月１日 

議案第１５６号 さいたま市難病患者手術見舞金支給条例を廃止する条例の制定について 

        （所管課所・保健福祉局福祉部障害福祉課） 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行により、難病患者の福

祉サービスを受ける環境が整備されたことを踏まえ、難病患者手術見舞金支給事業を廃止する

ため、条例を廃止するもの。 

 （施行期日） 平成２７年１月１日 

議案第１５７号 さいたま市児童センター条例の一部を改正する条例の制定について 

        （所管課所・子ども未来局子ども育成部青少年育成課） 

児童センターが未整備である緑区にさいたま市立尾間木児童センターを設置するため、所要

の改正を行うもの。 

 （内容） 

  ・ 児童センターの新設

   ・ さいたま市立尾間木児童センターを市内緑区大字大間木４７２番地に設置するもの。 

（施行期日） 平成２８年２月１日 

議案第１５８号 さいたま市生活環境の保全に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

        （所管課所・環境局環境共生部環境対策課） 

大気汚染防止法の一部改正に伴い、所要の改正を行うもの。 

 （内容） 

１ 解体等建設工事の事前調査結果の説明 

・ 受注者に発注者へ事前調査結果を書面で説明する義務を課すもの。 

  ２ 届出義務者の変更 

   ・ 石綿濃度の測定計画及び石綿排出等作業完了報告書の届出義務者を発注者又は自主施

工者に変更するもの。 

  ３ 石綿測定計画等の説明 

   ・ 受注者は発注者に対し、石綿濃度の測定計画及び石綿排出等作業完了に係る届出事項

を説明することとするもの。 

 （施行期日） 平成２６年１１月１日 

議案第１５９号 さいたま市コミュニティ施設条例の一部を改正する条例の制定について 
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        （所管課所・市民・スポーツ文化局市民生活部コミュニティ推進課） 

 地域のコミュニティ活動の拠点施設として、さいたま市美園コミュニティセンターを設置す

るため、所要の改正を行うもの。 

 （内容） 

１ 名称及び位置 

・ さいたま市美園コミュニティセンターを市内緑区大字下野田６５５番地に設置するも

の。 

２ 施設の構成 

 ・ さいたま市美園コミュニティセンターの施設は、多目的ホール、レクリエーションル

ーム、集会室、和室、調理室、音楽室、駐車場及び自転車等駐車場とするもの。 

３ 使用料 

 ・ さいたま市美園コミュニティセンターの施設の使用料を定めるもの。 

 （施行期日） 平成２８年１月４日 

議案第１６０号 さいたま市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

        （所管課所・建設局建築部建築行政課） 

建築基準法の一部改正等に伴い、所要の改正を行うもの。 

 （内容） 

・ 容積率の算定の基礎となる延べ面積の算定方法の改正 

   ・ 建築物の容積率の算定に当たり、延べ面積にエレベーターの昇降路の部分の床面積を

算入しないこととするもの。 

 （施行期日） 公布の日 

議案第１６１号 さいたま市市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について 

        （所管課所・建設局建築部住宅課） 

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部改正に

伴い、所要の改正を行うもの。 

（内容） 

 ・ 規定の整備 

・ 条例で引用している法律の題名を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰

国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改めるほか、規定

の整備を行うもの。 

（施行期日） 公布の日 

議案第１６２号 さいたま市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について 

        （所管課所・消防局予防部予防課） 

屋外における催しの防火管理体制の構築を図るとともに、建物の危険性に関する情報の利用

者への提供を行うため、所要の改正を行うもの。 

 （内容） 
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１ 指定催しの指定

・ 屋外における催しのうち大規模なものとして消防長の定める要件に該当するもので火

災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあるものを、指定

催しとして指定することとするもの。

  ２ 防火担当者の選任、火災予防業務計画書の作成

   ⑴ 指定催しの主催者は、防火担当者を定め、当該防火担当者に火災予防上必要な業務に

関する計画を作成させ、当該計画に基づく業務を行わせることとするもの。

   ⑵ 指定催しの主催者は、⑴の計画書を指定催しを開催する１４日前までに消防長に提出

しなければならないこととするもの。

  ３ 違反対象物の公表

・ 消防法令に関する重大な違反のある防火対象物について、その法令違反の内容を市民

等へ公表する制度を新たに設けるもの。

  ４ 罰則

・ ２⑵に違反した者に対し、３０万円以下の罰金に処するもの。

 （施行期日） １、２及び４については平成２６年１２月１日、３については平成２７年４月

１日 

≪一般議案≫ 

議案第１６３号 指令センター建設（建築）工事請負契約について  

        （所管課所・消防局総務部消防施設課） 

 （内容） 

  １ 契約の目的 

    指令センター建設（建築）工事 

  ２ 契約の方法 

    一般競争入札 

  ３ 契約金額 

    ３億１，２３６万７，３２０円 

  ４ 契約の相手方 

    三ツ和・山一特定共同企業体 

議案第１６４号 議決事項の一部変更について（さいたま市立ひまわり特別支援学校増築棟建設

（建築）工事請負契約） 

        （所管課所・教育委員会事務局管理部学校施設課） 

  平成２６年２月議会において議決を得たさいたま市立ひまわり特別支援学校増築棟建設（建

築）工事請負契約の一部変更について、工期内の賃金及び物価に急激な変動が生じたため、契

約金額を変更することに関し議決を求めるもの。 

 （内容） 

１ 契約の相手方 

  佐伯・彩光特定共同企業体 

２ 変更内容 

契約金額
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変更前 ６億３，０６２万７，１２０円

変更後 ６億６，１２５万５，９２０円

議案第１６５号 財産の取得について（救急自動車） 

        （所管課所・消防局警防部警防課） 

救急現場における救急救命活動に必要な救急自動車を取得するため、議決を求めるもの。 

 （内容） 

 １ 物件の表示

   救急自動車 ４台

 ２ 取得先

   埼玉トヨタ自動車株式会社

３ 取得額

１億２，１８７万８，０００円

議案第１６６号 財産の取得について（消防救急デジタル無線移動局） 

        （所管課所・消防局警防部指令課システム企画室） 

災害現場における消防活動に必要な移動局無線装置を取得するため、議決を求めるもの。 

 （内容） 

１ 物件の表示

   無線移動局 ３８８局

 ２ 取得先

   富士通株式会社関東支社

３ 取得額

４億５，９００万円

議案第１６７号 首都高速道路株式会社が行う高速道路事業の変更に対する同意について 

        （所管課所・建設局土木部道路計画課）

首都高速道路株式会社が埼玉県道高速さいたま戸田線の料金の徴収期間を変更することにつ

いて、本市内における区間の道路管理者として同意をするため、その議決を求めるもの。

（内容）

  ・ 料金の徴収期間の延長

・ 徴収期間を「平成６２年９月３０日」から「平成７７年９月３０日」に延長するもの。

議案第１６８号 都市公園を設置すべき区域を定めることについて 

        （所管課所・都市局都市計画部都市公園課） 

都市公園を設置すべき区域を定めることについて、議決を求めるもの。 

（内容） 

  １ 名称 （仮称）北袋１丁目防災公園 

  ２ 所在地 市内大宮区北袋町１丁目１９０番１及び２９７番１の一部 

  ３ 地積 約１．０ヘクタール 
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議案第１６９号 独立行政法人都市再生機構による公園整備工事の施行の同意について 

        （所管課所・都市局都市計画部都市公園課） 

独立行政法人都市再生機構が都市公園の整備工事を市に代わって施行することについて、当

該都市公園の管理者として同意するため、議決を求めるもの。 

（内容） 

  ・ 市に代わって整備する公園 （仮称）北袋１丁目防災公園 

≪道路議案≫

議案第１７０号 市道路線の認定について 

        （所管課所・建設局土木部土木総務課）

 （内容）

    一般  ４路線

    開発  １路線  計５路線

議案第１７１号 市道路線の廃止について 

        （所管課所・建設局土木部土木総務課）

 （内容）

    一般  ０路線

    開発  １路線  計１路線

≪人事議案≫

議案第１７２号 人事委員会委員の選任について 

        （所管課所・総務局総務部総務課）

  人事委員会委員に選任するため、同意を求めるもの。

議案第１７３号～議案第１７５号 人権擁護委員候補者の推薦について 

        （所管課所・総務局総務部総務課）

  人権擁護委員候補者として推薦するため、意見を求めるもの。


